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 （目 的） 



第 １ 条 この規程は、社会福祉法人釧路愛育協会就業規程第２条に規定する一般職員（以下「職

員」という）の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（給与の種類） 

第 ２ 条 職員の給与は、次のとおりとする。 

 （１）給料 

 （２）扶養手当 

 （３）住宅手当 

 （４）通勤手当 

 （５）期末手当 

 （６）時間外勤務手当 

（７）休日勤務手当 

 （８）夜勤手当 

 （９）他の規程で定める手当 

２．すみれホ－ム、ひかりの里ホームはばたきの世話人（夜間支援員）の給与は前項の規定にか

かわらず次のとおりとする。 

 （１）給料 

 （２）通勤手当 

 （３）他の規程で定める手当 

 

（給料の決定） 

第 ３ 条 職員の給料は、就業規程第４０条の勤務に対する報酬であってその職務及び責任・経

験年数等を考慮して理事長が決定する。 

 

（給 料） 

第 ４ 条 職員の給料は、月給とする。 

２．給料の支給基準は、別表１のとおりとする。 

 

（昇 給） 

第 ５ 条 職員の昇給は、１年以上勤務した者に対して予算の範囲内で昇給することができる。 

 昇給の基準日は、４月１日、７月１日、１０月１日、１月１日とする。 

２．私傷病、就業規程第１１条に規定する休職、第９章第１節及び第２節に規定する休業により

欠勤が６０日を越える者の昇給は、次のとおり延期する。 

 ただし、公務災害は除く。 

       欠勤日数     延 期  

 

 

 

 

 ６０日以上（通算） 

  ８０日以上（通算） 

１００日以上（通算） 

１２０日以上（通算） 

 ３カ月延期 

 ６カ月延期 

  ９カ月延期 

１２カ月延期 

 

 

 

３．予算の範囲内で、特に認められる事由がある場合又は、他の職員との均衡を考慮して特別昇

給することができる。 

 

（給与の計算期間） 

第 ６ 条 給与の計算期間は、当月の初日より末日までとする。 

 

（給与の支給） 

第 ７ 条 給与は、全額通貨をもって職員に直接支払うものとする。 

２．給与の支給日は、次のとおりとする。 

－１－ 

 



 給 与 の 種 類                              支 給 日                         

 

 

 

 

 

 

給 料 

扶 養 手 当 

住  宅  手  当 

通 勤 手 当 

時間外勤務手当 

夜 勤 手 当 

 毎月  ２３日  支給日が土曜、日曜、又は祝日等に 

 あたる場合は順次繰り上げて支給す 

 る 

 

 

 

 

 

期 末 手 当 
毎年  ６月２３日 

   １２月 ５日 

３．職員代表者と協定し、かつ、職員が希望するときは、第１項の規定にかかわらず、その指定 

 する金融機関（郵便局を除く）の口座に給与の一部又は全部を振り込むことができる。ただし、 

 振込は、所定の給与支給日の午前１０時までに払出ができるよう措置するものとする。 

４．第２項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、支給日前において繰り上げ又は分割 

 して支給することができる。 

 

（給与からの控除） 

第 ８ 条 法令に定めるもののほか、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。 

 （１）職員共済会、北海道民間社会福祉事業職員共済会、職員親睦会、勤労者財産形成貯蓄、

団体保険等の掛け金 

 （２）職員給食利用料等 

 

（新規雇用職員の給料） 

第 ９ 条 新規雇用職員のその月の給料は、契約の日より出勤日数に応じ日割り計算によって支

給する。 

２．日割りの計算式は次のとおりとする。 

    給  料 

          ×出勤日数 

   所定勤務日数 

３．すみれホ－ム、ひかりの里ホームはばたきの世話人（夜間支援員）の日割り計算式について

は、次のとおりとする。 

    給  料 

                        ×勤務日数 

      所定勤務日数 

 

（退職時の給料） 

第１０条 職員が退職したときは、勤務日数により日割り計算とする。ただし、死亡のときは当

月分の給料を支給する。 

２．日割りの計算式は次のとおりとする。 

    給  料 

          ×出勤日数 

   所定勤務日数 

３．すみれホ－ム、ひかりの里ホームはばたきの世話人（夜間支援員）の日割り計算は、前条第

３項を適用する。 

 

（給与の減額） 

第１１条 年次休暇の全日数を消化した者並びに産前産後休暇、無給傷病休暇を取得した場合の

給料は、その超えた欠勤日数、取得した休暇日数について次のとおり減額する。 

  

－２－ 

  給  料 



        ×欠勤日数又は休暇取得日数 

 所定勤務日数 

２．特別休暇の全日数を消化した者の給料は、その超えた時間もしくは短縮した時間について次

のとおり減額する。 

    給  料 

                      ×時間数 

 所定勤務日数×７．５ 

３．無断欠勤と認めた場合は次のとおり減額する。 

  給  料 

        ×回数 

 所定勤務日数 

４．前項各項による減額は、翌月の給与支給日に行う。ただし、その翌月の給料の１００分の４

０を超えない額とする。 

５．すみれホ－ム、ひかりの里ホームはばたきの世話人（夜間支援員）の減額に対する１日当た

りの金額及び１時間当たりの金額は、次の計算式によるものとする。 

                給  料 

 （１）１日当たりの金額＝  

               所定勤務日数 

 

（産前産後休暇による長期欠勤者の給与） 

第１２条 産前産後休暇により長期欠勤したときは、健康保険法第１０２条を適用する。 

 

 

（休職者の給与） 

第１３条 休職者の給与は、次の各号により支給する。 

 （１）私傷病により休職したときは、健康保険法第９９条を適用する 

 （２）刑事事件に関連して休職したときは、俸給、特殊業務手当、扶養手当、住宅手当の６割

を支給することができる 

 

（休業者の給与） 

第１４条 育児休業又は介護休業者の給与は、その期間中これを支給しないものとする。 

２．休業の開始又は終了が月の中途であるときは、その月の給与は日割り計算とし、第３項に規

定する計算式に、出勤日数もしくは勤務時間を乗じて得た額を支給する。 

３．１日当りの金額及び１時間当りの金額は、次の各号に掲げる計算式により得た額とする。 

                給  料 

 （１）１日当りの金額＝ 

                 ２３ 

                給  料 

 （２）１時間当りの金額＝ 

               ２３×７．５ 

４．期末手当は、休業期間を除いた在職期間による期間率に応じて支給する。 

 

（扶養手当） 

第１５条 扶養手当は、扶養親族を有する職員に支給する。扶養親族とは、次の各号に掲げる者

で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者をいう。 

 （１）配偶者（届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

 （２）満１５才に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子及び孫 

 （３）満１５才に達する日以後の最初の４月１日から満２２才に達する日以後の最初３月３１ 

日までの間にある子及び孫 

－３－ 



（４）満６０才以上の父母及び祖父母 

（５）重度心身障害者 

２．次の各号の一に該当する者は、扶養親族とすることができない。 

 （１）他から扶養手当に相当する手当を受けている者（児童手当法による児童手当を受けてい

る者を除く） 

 （２）その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が別表第３－２に定める額以上である

    者 

３．新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は次の各号の一に該当する事実が生じたと

きは、直ちに様式第１号により届け出なければならない。 

 （１）扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合 

 （２）扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合 

 （３）扶養親族を有する職員がこれを更新する場合 

４．前項（３）に規定する届け出は、毎年４月１日とする。 

５．扶養手当の支給は、次のとおりとする。 

 （１）新たに職員となった者に扶養親族がある場合は、その者が職員となった日の属する月の

翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）より開始する 

 （２）現に勤務している職員、及び扶養手当を受けている職員が更に第３項（１）に掲げる事

実が生じた場合は、その日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日

の属する月）より開始又は改定する 

 （３）退職又は死亡、及び第３項（２）に掲げる事実が生じた場合は、その日の属する月をも

って終わる 

６．支給金額は、別表第３－１のとおりとする。 

 

（住宅手当） 

第１６条 住宅手当は、世帯主である職員で賃貸住宅に居住し賃料を支払っている者、又は自己

所有の住宅に居住する者であって、新築又は購入後５年を経過していない者に支給する。 

２．職員は、前項による住居の現況及び住居の変更又は賃料に変更があった場合は、様式第２号

により届け出なければならない。 

３．前項の届け出があったときは、手当の額を決定し又は変更し事実の生じた日の属する月の翌

 月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始又は変更する。 

４．職員が退職又は死亡したときは、その日の属する月（その日が月の初日であるときは、その

日の属する月の前月）をもって終わる。 

５．支給金額は、別表第２のとおりとする。 

 

 

（通勤手当） 

第１７条 通勤手当は、勤務地までの通勤距離が片道２キロメートル以上で次の各号に掲げる職

員に支給する。 

 （１）通勤のため日常交通機関を利用し、その運賃を負担する者 

 （２）通勤のため日常自動車又は自転車等を使用する者 

２．職員は、新たに前項各号の要件を具備するに至ったとき、又は住居の移動、新たな道路の開

 通等による通勤経路もしくは通勤方法の変更及び交通機関の運賃に変更があった場合は、様式 

第３号によりただちに届け出なければならない。 

３．通勤手当の支給は、次のとおりとする。 

 （１）就職、退職、長期欠勤（１カ月以上）等により月の中途より勤務するときは日割り計算

    とする 

 （２）通勤手当を支給されている職員が住居の移動、通勤経路の変更又は通勤方法もしくは交 

    通機関の運賃に変更があった場合は、その日より支給の変更をする。 

－４－ 

 



（３）日割りの計算式は、次のとおりとする 

     通勤手当 

                  ×出勤日数 

         所定勤務日数 

 （４）日常交通機関を利用し運賃を負担する者は、定期券等を提示しなければならない 

 （５）通勤手当の支給金額は、別表第４のとおりとする 

 

（期末手当） 

第１８条 期末手当は、６月１日、１２月１日を支給基準日とし、支給基準日に在職する職員に 

対し支給する。 

２．期末手当は、それぞれの支給基準日において職員が受ける給料に定率を乗じ、基準日前６カ 

月における在職期間に応じて得た額とする。 

３．期間率は、次のとおりとする。 

在職期間における出勤率 支  給  率 

出勤率 ９０％以上 １００分の１００ 

    ７０％以上９０％未満 １００分の ８０ 

    ５０％以上７０％未満 １００分の ６０ 

    ３０％以上５０％未満 １００分の ３０ 

    ３０％未満 １００分の  ０ 

４．公務災害により欠勤した期間は、３０日間については全日数を出勤扱いとし、３１日目から

の在職期間にあってはその全日数の６割を出勤扱いとする。 

５．産前産後休暇及び傷病休暇により欠勤した期間は、その全日数を欠勤とし、在職期間に算入

しない。 

６．就業規程第９章に規定する休業の期間は、その全日数を在職期間に算入しない。 

７．支給額は、次のとおりとする。 

区  分 支  給  金  額 

職  員 
６月支給分 

１２月支給分 

給料の１００分の１５０ 

給料の１００分の１５０ 

年金受給職員 
６月支給分 

１２月支給分 

給料の１００分の１００ 

給料の１００分の１００ 

８．年金を受給することとなった職員は、年金振込通知書等年金受給開始日がわかるものの写し

を提出しなければならない。 

９．年金を受給することとなった職員の期末手当額の算出は月割りとし、端数は切り上げとする。 

 

（時間外勤務手当） 

第１９条 就業規程第４０条に規定する正規の勤務時間を超え、又は第４４条により勤務を命ぜ

られた職員に対して時間外勤務手当を支給する。 

２．時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、給与の計算期間における合計時間数によ 

 って行い、１時間未満の端数は３０分以上を１時間とし、３０分未満は切り捨てる。 

３．勤務１時間当たりの金額は、次の計算式により算出した額とする。 

              給料 

                              ＝１時間当りの金額 

 （３６５－年間の総所定休日）×労働時間（７．５）÷１２ 

４．時間外勤務手当は、１か月の時間外労働時間数が60時間以下の場合は前項の１時間当たりの

金額の１００分の１２５に相当する額、60時間以上の場合は１００分の１５０に相当する額とす

る。 

５．命ぜられた勤務時間が深夜（２２時から５時）に及ぶ場合の時間外勤務手当は、その該当す 

 る時間につき同条第３項に規定する１時間当たりの金額の１００分の１５０に相当する額とす 

 －５－ 



る。 

 

（休日勤務手当） 

第２０条 休日において、正規の勤務時間の範囲内で勤務することを命ぜられた職員に対して前

条第３項に規定する１時間当りの金額の１００分の１３５に相当する額を休日勤務手当とし

て支給する。 

２．命ぜられた勤務時間が深夜（２２時から５時）に及ぶ場合の時間外勤務手当は、その該当 

する時間については前条第３項に規定する１時間当りの金額の１００分の１６０に相当する 

 額とする。 

３．前項の休日とは、就業規程第４７条に規定する休日をいう。 

 

（夜勤手当） 

第２１条 夜勤を命ぜられた職員には、１回当たり５，０００円の額を夜勤手当として支給する。 

 

 

 

附     則 

 

 

１．この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

２．平成１０年４月１日制定の嘱託職員規程は廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－６－ 


